
井原市先端設備等導入促進事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第５２条第１

項の先端設備等導入計画に基づき、生産性の向上及び競争力の強化を図ることを目的

に、先端設備等を導入する市内中小企業者に対し、予算の範囲内において井原市先端

設備等導入促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交

付に関しては、井原市補助金交付規程（昭和３４年井原市規程第１号）に定めるもの

のほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 中小企業者 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第２条第１項

の中小企業者をいう。 

 (2) 先端設備等 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令（令和５年経済産業省

令第２１号）による改正前の中小企業等経営強化法施行規則（平成１１年通商

産業省令第７４号）第７条第２項及び第３項に規定する要件に該当することを

証する書類（以下「生産性向上要件証明書」という。）の交付を受けた設備等

（太陽光発電設備を除く。） 

イ 中小企業等経営強化法施行規則第７条第２項に規定する要件に該当すること

を証する書類（以下「投資計画に関する確認書」という。）の交付を受けた設

備等（太陽光発電設備を除く。） 

 (3) 事業所 中小企業者が自ら行う事業活動の用に供する事務所、営業所（店舗を含

む。）、工場、研究所等の施設（無人施設を除く。）をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、中

小企業者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 井原商工会議所又は備中西商工会の会員である者 

 (2) 市内に事業所を有している者 

(3) 市税を滞納していない者 

（補助対象先端設備等） 

第４条 補助対象となる先端設備等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 市内の事業所に導入されるもの 

 (2) 市長が認定した先端設備等導入計画に基づき導入されるもの（既存設備の更新に係る

設備導入を除く。） 

(3) 取得価額が１件３００，０００円以上のもの 

(4) リース契約及び割賦販売契約（公益財団法人岡山県産業振興財団による設備貸与制度



（割賦販売）を除く。）に基づくものでないもの 

２ 前項の規定にかかわらず、他の団体又は他の制度による市からの助成を受けている先端

設備等は、対象外とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、前条に規定する先端設備等に係る取得価額とする。 

（補助金額） 

第６条 補助金額は、補助対象経費に３分の１を乗じて得た額以内とし、一年度につき

１,０００,０００円を限度とする。この場合において、１，０００円未満の端数が生

じるときは、これを切り捨てる。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、井原市先端

設備等導入促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市

長に申請しなければならない。 

(1) 先端設備等導入計画及びその認定書の写し 

(2) 第２条第２号アに該当する先端設備等を導入したものにあっては生産性向上要件

証明書の写し、同号イに該当する先端設備等を導入したものにあっては投資計画

に関する確認書の写し 

(3) 先端設備等及び積算内容が確認できる書類（請求明細書の写し等） 

(4) 支払を確認できる書類（領収書の写し等） 

(5) 導入した先端設備等の写真 

(6) 市税完納証明書 

(7) その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、前項の規定による申請について、先端設備等を取得した年の翌年の１月

に行わなければならない。 

 （交付決定及び額の確定） 

第８条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と

認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、井原市先端設備等導入促進

事業補助金交付決定及び額確定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するもの

とする。 

 （補助金の請求） 

第９条 前条の規定による通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、井原市先端

設備等導入促進事業補助金請求書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の支払） 

第１０条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとす

る。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 



(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(2) この要綱の規定に違反したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。  

２ 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、井原市先端設備等導入促進事業補助金

交付決定取消通知書（様式第４号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、交付した補助金の全額又は一部

の返還を命ずるものとする。 

（報告義務） 

第１３条 補助事業者は、補助事業の完了の翌年度から３年間、年度ごとの４月末まで

に先端設備等導入促進事業状況報告書（様式第５号）を市長に提出しなければならな

い。 

（財産処分の制限） 

第１４条 補助事業者は、この補助事業により取得した財産を補助金交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合には、事前に市長の承認を受け

なければならない。 

２ 市長は、前項の規定により承認した当該財産の処分により収入があったときは、補助事

業者に対し、その全部又は一部を市に納付させることができる。 

３ 前２項の規定は、交付の決定及び交付額の確定を受けた年度の終了後から、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する期間において適

用する。 

（見直し） 

第１５条 市長は、この要綱の施行後３年ごとに、当該事業の有効性について確認し、

検証し、及び見直すものとする。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

    

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１１月７日告示第１２２号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 

  



様式第１号（第７条関係） 

  年  月  日 

井原市長           殿 

 

住 所  

事 業 所 名  

代表者職氏名  

連 絡 先  

 

 

井原市先端設備等導入促進事業補助金交付申請書 

 

井原市先端設備等導入促進事業補助金の交付を受けたいので、井原市先端設備等導入

促進事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額            円 

 

２ 企業概要 

本社所在地 井原市       町 資 本 金 万円 

設立年月日 年   月   日 従 業 員 数 人 

主たる業種  

 

３ 取得先端設備等の内訳 

名称等 数量 
取  得 

年 月 日 
取得価格(円) 仕様及び用途 

     

     

     

 

４ 添付書類 

(1) 先端設備等導入計画及びその認定書の写し 

(2) 第２条第２号アに該当する先端設備等を導入したものにあっては生産性向上要件証明書

の写し、同号イに該当する先端設備等を導入したものにあっては投資計画に関する確認書

の写し 

(3) 先端設備等及び積算内容が確認できる書類（請求明細書の写し等） 

(4) 支払を確認できる書類（領収書の写し等） 

(5) 導入した先端設備等の写真 

(6) 市税完納証明書 

(7) その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第８条関係） 

第    号 

年  月  日 

         殿 

 

 

井原市長           印 

 

 

井原市先端設備等導入促進事業補助金交付決定及び額確定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった標記補助金について、下記のとおり交付

することに決定するとともに、額を確定したので、井原市先端設備等導入促進事業補助

金交付要綱第８条の規定により、通知します。 

 

記 

 

 

１ 補助対象経費             円 

 

２ 確  定  額             円 

 

 



様式第３号（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

井原市長          殿 

 

住 所  

事 業 所 名  

代表者職氏名  

連 絡 先  

 

 

井原市先端設備等導入促進事業補助金請求書 

 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定及び確定通知があった標記補

助金について、井原市先端設備等導入促進事業補助金交付要綱第９条の規定により、下

記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

金              円 

 

 

 

 

【振 込 先】 

金融機関名  支 店 名  

預 金 種 別 普通 ・ 当座 口 座 番 号        

フリガナ 

 

口座名義人 

  

  

 

 



様式第４号（第１１条関係） 

第  号 

  年  月  日 

 

           殿 

 

 

                       井原市長         印 

 

 

井原市先端設備等導入促進事業補助金交付決定取消通知書 

 

 

     年  月  日付けで交付決定した標記補助金について、次のとおり交付の

取消をしたので、井原市先端設備等導入促進事業補助金交付要綱第１１条第２項の規定

により通知します。 

 

記 

 

１ 取消内容 

 

 

２ 取消理由



様式第５号（第１３条関係） 

年  月  日 

井原市長          殿 

 

 

 

 

 

事業状況報告書 

 

 井原市先端設備等導入促進事業補助金交付要綱第１３条の規定により次のとおり報告

します。 

 

補助金交付

年 度 
年度 

報 告 事 業 

年 度 
年度 （     月決算） 

労働生産性 

※一人当た

りの付加価

値額 

 

算式 ：  
（①営業利益＋②人件費＋③減価償却費）

④労働者数
 ＝ ⑤労働生産性   

 

①営 業 利 益 ：           円 

※営業外利益は含まないでください。 

 

②人 件 費 ：           円 

※労務費をはじめとする人件費、役員報酬、賞与、福利厚生費、法定福利費などを  

算入してください。 

※販売管理費のみならず、製造原価に係る人件費を算入することも可能です。 

 

③減価償却費 ：           円 

※製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象となり、会計上の 

減価償却費を指します。 

 

④労 働 者 数 ：           人 

※労働者数には役員を含めることができます。 

 

⑤労働生産性 ：           円 

 

【添付書類】上記数値の根拠となる資料（決算書等）  

住 所  

事 業 所 名  

代表者職氏名  

連 絡 先  


